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＜対応策＞

○居住支援法人の指定の促進による居住支援の推進 【国】

・補助金による財政的支援に加え、指定手続きや指定後の活動についてフォローする支援事業を立ち上げること
等により指定を促進する

○高齢者等の居住と生活の一体的な支援の横展開 【厚】

・以下の様な好事例の横展開を図る（地域支援事業、社会福祉法人の社会貢献活動）

※介護保険の保険者機能強化推進交付金により市町村の取組を後押し（予定）

（例１）社会福祉法人が不動産関係団体と連携し、高齢者等の入居支援と、入居後の見守りサービスを提供

（例２）空き家やアパートのサブリースの活用により、安定的な家賃収入を確保し、居住と生活支援を一体的提供

○生活困窮者や被保護者の居宅移行支援 【厚】

・一時生活支援事業の拡充により、訪問により見守り等の生活支援を行う地域居住支援事業を実施

・被保護者の無低等からの居宅移行や転居後の定着支援を一体的に実施する事業を創設

○障害者の地域生活支援 【厚】

・ 障害者支援施設に入所等している障害者に住居の確保等の支援を行う「地域移行支援」、地域でのひとり暮ら
し等に移行した障害者に定期の訪問や随時の相談対応を行う「自立生活援助」、常時の連絡体制を確保し、緊急
時に必要な支援を行う「地域定着支援」により障害者の地域生活支援を促進

○地域共生社会の推進（次期通常国会に法案を提出予定） 【厚】

・市町村において地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、断らな
い相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に実施する事業を創設→参加支援の中で、居住支援
として見守り等の支援を推進

見守りなどの居住支援の推進

○残置物の円滑な処理に関連する制度等の周知等 【国等】

・終身建物賃貸借制度（※）や残置物の円滑な処理に関連する制度・サービスをわかりやすく紹介した「《大家さん
のための》単身入居者の受入れガイド」（国土交通省作成・法務省協力（H31.3））について、さらなる周知・情報提供を行う
。

※賃貸借契約が賃借人の死亡と同時に終了。ただし、残置物の所有権には影響しない

・更なる対応について引き続き関係省庁で検討

単身入居者の死亡時の対応

家賃支払いの確保

○住宅扶助代理納付の活用 【厚】

・家賃滞納者、公営住宅、セーフティネット住宅に入居する生活保護受給者の住宅扶助について、代理納付を「
原則化」する

○登録家賃債務保証業者の活用 【国】

・家賃債務保証業者の登録制度の一層の周知を図るとともに、住宅金融支援機構の家賃債務保証保険を普及
することにより、登録家賃債務保証業者の活用を促進する

安心して地域で暮らせる住まいと支援の確保策
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令和2年1月16日厚生労働省・国土交通省

高齢者単身又は高齢者のみ世帯、障害者のいる世帯や低所得世帯等が安心して地域で暮らしていくため、大家の抱える不安に対応する既存の施策・令和2年度
予算案等での施策を本日時点で整理したもの。今後、新規施策等に応じて改訂していく。
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＜目的＞



○ 高齢者

○ 空き家等の民間賃貸住宅や、高齢者の
生活特性に配慮した公的賃貸住宅（シル
バーハウジング）、サービス付き高齢者
向け住宅、多くの高齢者が居住する集合
住宅等への高齢者の円滑な入居を進めら
れるよう、これらの住宅に関する情報提
供、入居に関する相談及び助言並びに不
動産関係団体等との連携による入居支援
等を実施するとともに、これらの住宅の
入居者を対象に、日常生活上の生活相
談・指導、安否確認、緊急時の対応や一
時的な家事援助等を行う生活援助員を派
遣し、関係機関・関係団体等による支援
体制を構築する等、地域の実情に応じた、
高齢者の安心な住まいを確保するための
事業を行う。

支援内容

○ 平成２６年度から「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を行っていたが、平成２９年度以降は、各地域で行われ
ている先進的・効果的な取組について、地域支援事業を始め、様々な方策を活用等しながら全国展開を図っている。
具体的には、地域支援事業の一つにある「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」について、入居に係る支援等の内容
をより明確にした上で、事業の拡充を行った。

○ また、介護保険の保険者機能強化推進交付金により市町村の取組を後押しすることや、国土交通省と連携して、高齢者の居
住と生活の一体的な支援の取組について検討する自治体への伴走支援等を実施している。
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戸建て

地域ごとに互助
（互いの見守り） 相談援助や

見守り

社会福祉法人
・NPO法人等

①住まいの確保支援

事業実施主体
（社会福祉法人・
NPO法人等）

地域包括支援センター

福祉事務所

住宅情報の提供・相談・
入居支援

地域支援
の拠点

②生活支援

（事業のイメージ）

低所得・低資産、家族が
いない、社会的なつなが
りによる支援が乏しい、
心身の状況の低下により、
居住の継続が困難等

不動産仲介業者

【高齢者】「高齢者の安心な住まいの確保に資する事業」の実施

○ 市町村等

実施自治体対象者
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・90代 女性

・住居先の立ち退きを迫られ、事業利用を検討。

・支援開始以前は独力で住居を探すも、
高齢を理由に断られる。

・事業を利用することにより低廉な
アパートに入居できた。

・週一回の見守りを実施。

～社会福祉法人が、不動産業者と連携した住まい確保支援と入居後の生活支援を一環して実施～
京都市

～社会福祉法人が、不動産業者と連携した住まい確保支援と入居後の生活支援を一環して実施～

◆事業の概要
・京都市居住支援協議会における関係機関との連携（プラットフォーム）
※「高齢者を拒まない住宅」登録している不動産業者と連携

・京都市老人福祉施設協議会に加盟する１０法人が７行政区で事業を実施
・各エリアごとに、本人×社会福祉法人×不動産業者（家主）の三者面談を行い、
互いの信頼の下で空き部屋をマッチング
・定期的に、全体の作業部会を開催し、事業の進捗管理
・住み替え後は、社会福祉法人による見守りサービスを実施

◆事業の成果
・モデル事業として事業開始（26年11月）し、 01年7月まで93名が住み替えを実現
（内訳） 50代1名、 60代15名、70代35名、80代38名、90代4名。
（住替理由） 立ち退き、建物の老朽化、契約更新不可、虐待、退院後の住居なし等
（保証人） 保証人なしの場合、保証会社の利用または理解ある家主

・「社福法人による見守りサービス」による家主の安心＝貸し手の負担減を

事例① 住み替え支援 事例② 退院支援

・60代 男性

・難治性疾患の治療のため市内
の病院に長期入院。

・家賃トラブルにより入院前の住
居は強制立ち退き。

・事業を利用し、関係機関と専門
職が連携することにより、難治
性疾患を抱えながらも
地域で暮らすことが可能に。

「京都市高齢者すまい・生活支援事業」

三者面談（本人×福祉×不動産）
による信頼・連携の強化

京都市居住支援協議会

不動産４団体 福祉３団体
連携

「見守り」の安心

居宅確保

京都市
住宅部局・福祉部局

京都市住宅供給公社
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◆事業の概要
（法人の問題意識）
○養護老人ホームには、地域の社会資源を効果的に利用すれば、必 ずし
も措置入所せずに地域で暮らすことができる方がいる可能性。

○また、入所時の課題が解決され、地域に戻れる入所者もいるが、入所時
に住む場所を失くしているため、地域に戻りたくても戻れない状況。

（事業概要）
○養護老人ホーム「松寿荘」は、空き家・貸家を活用し、対象者に住まいの
支援と生活支援を実施。
※養護老人ホームのノウハウによる自立支援

○対象者
・低所得高齢者、家屋の老朽化等により不安を抱かれている方
・過疎地域で冬期間の生活が困難な方
・養護老人ホーム利用者で地域生活が可能と思われる高齢者
○住まいの支援
法人が借り上げた空き家・貸家を転貸（計4件）
※法人による家賃の一部補助
※家主は、借受人が社会福祉法人であるため安心して貸せる。

○生活支援
１名の専任職員（嘱託）を雇用。法人職員と連携し毎朝夕の安否確認、
通院・買物支援等や地域行事に関する情報提供と参加時の支援。
※地域の民生委員による協力を受けつつ、社会福祉法人が24時間 バック
アップ。

◆事業の成果
○令和元年10月現在、５世帯６名が町事業を利用（単身4人、親子一組）。
50代障害者も利用。
○高齢者だけでない、制度の狭間に陥った多様なニーズに対応。
○支援内容は、当初は手厚く、信頼関係を築いてから手を放していき、現状
は移動支援と事務的な諸手続等への支援程度。いずれの利用者も、劣悪
な居住環境から住替えて、生活が整い、自立意欲も高まった。
○利用者どうしの交流もはじまっている。

「雫石町低所得高齢者等住まい・生活支援事業」

岩手県雫石町
～社会福祉法人（養護老人ホーム）が、空き家・貸家を借上げ、住まい支援と生活支援を一体的に実施～
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◆事業の概要

○買い物や雪よせなど、自宅での生活が困難となった高齢者
が、暮らしやすい街中の共同住宅へ住み替え、仲間と一緒に
助け合いながら生活をすることで、孤独感や不安を解消し、
自立した地域生活の継続を可能とする。

○敷地内に24時間体制の小規模多機能型居宅介護事業所や
地域密着型特別養護老人ホームがあり、ナースコールや内
線電話等で何かあったときに職員が駆けつける安心を担保。

○利用料金は、利用者の負担を考慮して、所得に応じた段階
家賃を設定。（28,000円～65,000円）

秋田県鹿角市
～社会福祉法人が、高齢者が共同生活可能な住まいの提供と生活支援を一体的に実施～

■高齢者グループリビングのイメージ

■グループリビング「けまない」の事例

「高齢者グループリビング」
（社会福祉法人 花輪ふくし会による取組事例）

【入居者の状況】

性別（年齢） 家賃（円） 介護度等 利用サービス

女性（８５） 35,000円 要支援２ デイ週１回

女性（８２） 35,000円 要介護３ 小規模多機能

女性（７９） 生活保護 要介護３ デイ週３回、ヘルパー週７回

男性（７０） 生活保護 要支援２ デイ週２回、ヘルパー週３回

男性（６８） 生活保護 要介護１ デイ週２回、ヘルパー週２回

男性（６５） 生活保護 － なし

男性（６６） 生活保護 要支援２ ヘルパー週１回

（入居の効果の例）

・街中でバリアフリーの生活ができるので転倒の心配がなくなった。
・独居生活は難しいが、入居者と支え合いながら生活できている。 等

5



厚労省職員や有識者等を派遣し、事業実施に至る前の検討段階における助言や関係者との調整等の支援の実施。
① 事業の実施に向けた意見交換、課題に対する検討及びアドバイス

具体の事業の実施に向けて、事前に実施すべき実態の把握や、それを踏まえた取組の方向性等についての意見交換、課
題に対する検討等の実施にあたって、有識者や、厚生労働省職員、国土交通省職員等を派遣し、アドバイスや事業関係
者の調整等を実施。

② 制度や取組の事例、パンフレット等の周知
課題を踏まえた取組の事例等について周知
（本事業においては、事業の検討過程にも着目し、課題把握や取組に至った事例について、経緯等を含めて整理し、事
業の検討にあたって実用的なパンフレット等作成を想定）

③ 第１線で活動されている行政職員・有識者の紹介
①の実施にあたって、必要に応じて既に取組を実施している自治体の職員や制度創設に関わった有識者等を紹介。

国（公募により民間に委託）

○自治体における課題の顕在化

高齢者が大家から入居を断られ
て、居住確保が困難な状況 等

○地域の実情を踏まえた対応方策の検討
・相談対応、不動産店への同行
・社会福祉法人による見守り 等

・実態把握
・関係者との調整
・事業の具体化の検討

○事業の実施

○ 高齢者の住まいの確保と生活支援を進めるため、平成26年度から、「低所得高齢者等住まい・生活支援モデル事業」を実施
し、住まいの確保支援（住宅情報の提供・相談対応等）や生活支援（見守り等）に係る費用に対する助成を行い、平成29年度
以降は、同様の取組に対して地域支援事業交付金により支援ができるようにしているところ。

○ 一方、地域支援事業により、モデル事業と同様の取組を実施している自治体が非常に少なく、その理由として、取組の実施
にあたり、自治体内（住宅部局と福祉部局等）の調整や社会福祉法人・不動産業者等との調整など、関係者が多岐にわたるこ
と等から、検討が進まないとの意見があるところ。

○ このため、有識者や厚労省職員等を派遣し、事業実施に至る前の検討段階おける助言や関係者との調整を行うことで、事業
の実施に結びつけていくことを目的として、本事業を実施する。

１．目的
高齢者住まい・生活支援伴走支援事業

＜自治体における検討の流れ＞

３．実施主体

２．事業内容

支援

令和３年度予算
23,540千円【新規】

見守り等にかか
る費用を「地域
支援事業交付
金」により支援。

※以前は「低所得
高齢者等住まい・
生活支援モデル事
業」として支援。

支援
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